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（午前１０時００分 開議） 

議長（勝野暢一君） 

 ただいまの出席議員は１４人です。 

これから本日の会議を開きます。 

 日程第１、議案第１４号、平成２３年度東庄町一般会計予算から、日程第８、

議案第２１号、平成２３年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算まで、

以上、８案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

            （事 務 局 朗 読） 

議長（勝野暢一君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 岩田町長。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、平成２３年度の東庄町一般会計及び特別会計並びに企業会計、あ

わせて８会計の予算をご審議いただくに当たり、予算の編成方針を申し上げま

す。 

 国政においては、新年度予算が衆議院を通過したものの予算関連法案の成立

のめどが立たず、国民生活はもとより、地方自治体への影響が非常に懸念され

るところであります。また、景気の回復がおくれる中で、地方財政を取り巻く

状況は一層厳しさを増すと予想されることから、町政運営に当たっては足元を

見据え、健全財政の維持を基本に住民サービスの向上に努めてまいりたいと考

えております。 

 こうしたことから、２３年度の予算編成に当たっては、昨年度に引き続き優

先性、緊急性を踏まえながら、選択と集中に努め限られた財源を効果的、効率

的に活用すべく予算を配分したところでございます。 

 それでは、議案第１４号、一般会計予算の主な施策について申し上げます。 

 まず、子育て支援として、中学３年生までの医療費助成制度の拡充です。昨

年１月から県に先駆けて実施をしております、小学校６年生までの医療費助成

制度をさらに中学３年生まで拡大して予算措置をしております。子ども、小学

生、中学生の保健対策の充実と、保護者の経済的負担の軽減を図ってまいりま
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す。 

 次に、Ｈｉｂワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの

接種費用全額助成をしっかりと予算化をしております。予防医療の充実により、

子どもを初め町民の健康維持に努めてまいります。 

 次に、地域の活性化という点から２１年度に実施をいたしました、地域活性

化事業補助金を引き続き予算化をしております。町を元気にしようという志の

ある団体、グループに活用していただきたいと期待しております。 

 次に、きめ細やかな道路整備を進めるために、前年度道路の維持改良費用と

して特別枠で５，０００万円を計上したところでございますが、引き続き所要

額を予算措置し、地域生活に密着した道路整備を推進してまいります。 

 次に、農業施策について申し上げます。ご承知のとおり、国においては日本

の農業の明確な将来像が示されないままＴＰＰの参加が議論され、農家の不安

をあおる結果になっております。本町としては、米価の下落が続く中で、農家

の経営安定化を図るため、戸別補償制度の上乗せとして新規需要米・加工米補

助金や、農作放棄地再生事業補助金を予算化しております。さらに、認定農業

者の農地の集約化を促進するために、面積要件を緩和し、さらに貸し手・借り

手双方への助成金を予算措置しております。 

 次に、教育環境の整備でございますが、小学生児童の情報教育を一層充実さ

せるため、小学校５校のパソコン教室の更新費用を措置しております。また、

小中学校の先生方に校務用パソコンを貸与し、先生方の指導環境を向上してま

いります。 

 以上が、特に重点を置いた施策であります。 

 このほかの施策について申し上げます。平成２３年度は第５次総合計画前期

基本計画の最終年度であり、各分野において目標に向け事業を進めてまいりま

す。また、平成２４年度から２８年度までの後期基本計画を策定いたします。

昨年実施をされた国勢調査の速報値では、人口が１万５，１６１人と平成１７

年と比較し１，００５人減少しております。将来的に生産年齢人口が減少し、

少子高齢化が一層進むと予想されることから、将来展望をしっかりと見定め、

本町の規模にふさわしい町民の満足度を高めることができる計画を策定してま

いりたいと考えております。 
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次に、見守りネットワークの意識を町民全体に広げ、隣近所の人や関係機関

の協力により見守り・声かけなどを行い、だれもが安心して住みなれた地域で

暮らせるよう、まちづくりを進めてまいります。特段の予算措置はありません

が、職員一丸となり取り組み、町民意識の高揚につなげてまいりたいと考えて

おります。 

次に、子ども手当支給事業でございますが、国においても子ども手当法案や

それにかわる、いわゆるつなぎ法案が成立しない場合、旧来の児童手当制度に

戻ることになります。現段階では国の動向を注視しながら、粛々と事務を進め

てまいります。 

 次に、合併処理浄化槽の設置補助でございますが、補助対象基数をふやし４

０基分を予算措置しております。 

 次に、観光振興施策として、笹川駅・橘駅の観光アーチ看板の改修工事費を

予算計上しております。観光に訪れた方々を心地よく、また迎える看板を設置

いたします。 

 次に、緊急雇用創出事業として、県の補助金を活用し、道路等のクリーンア

ップや公有財産台帳の整備を実施してまいります。 

 次に、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金ということで、介護保険施設の

スプリンクラー設置などに補助金を交付し、施設入所者の安全確保を図ります。

県の補助金を活用して実施をしていく予定でございます。 

 次に、保育所緊急整備事業補助金ということで、保育園の大規模改修修繕を

補助することで、笹川中央保育園と神代保育園への補助が予定されています。

県の補助金を活用して実施をしてまいりたいと、このように考えております。 

 最後に、小学校英語講師派遣事業でございますが、これまでの外国人英語講

師に加え、新たに日本人英語教師の派遣費用を措置しております。新学習指導

要領の実施に伴い、英語教育の充実を図ってまいります。 

 以上、主な施策を申し上げましたが、これらを踏まえ、一般会計予算を編成

し、総額は４６億２，２００万円となり、前年度と比べますと２億６００万円、

率では４．３％の減となりました。 

 次に、議案第１５号、東庄町国民健康保険特別会計予算について申し上げま

す。 
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全体の予算規模は、歳入歳出それぞれ１９億８，７５０万円となりまして、

前年度と比べまして６，０５０万円、３．１％の増額予算となっております。 

 歳出予算では、療養諸費を初め高額療養費などの保険給付費が全体の５８．

５％を占め２，８６７万９，０００円、２．５％の増、後期高齢者支援金が３，

８８０万４，０００円、１５．８％の増となっております。一方、老人保健拠

出金では６８３万円、９６．９％の減、また、共同事業拠出金が２９６万７，

０００円、１．３％、保健事業費では６６７万１，０００円、１２％の減とな

っております。 

 財源となります歳入予算では、国庫支出金が８，９６３万５，０００円、２

１．６％の増、療養給付費交付金が１，９４４万７，０００円、３３．８％、

県支出金が２，７０１万１，０００円、３９．８％の増を見込んでおります。 

一方、減額となるものといたしまして、国民健康保険税が経済不況の影響に

よりまして、所得割の減額により４，２７２万４，０００円、率では６．７％、

前期高齢者交付金が６，９００万円、１７．７％の減額予算となっております。 

 次に、議案第１６号、東庄町後期高齢者医療特別会計予算について申し上げ

ます。 

 １２月末現在の被保険者数は２，２３４人で、平成２３年度予算は、歳入歳

出それぞれ９，４９８万円を見込んでおりまして、前年度と比較しますと７７

８万円、８．９％の増額予算となっております。 

 歳出予算では、後期高齢者医療広域連合への納付金が９，２１９万３，００

０円、９７．１％を占めております。 

 また、歳入予算では、保険料が６，２３３万８，０００円、６５．７％、繰

入金が３，２０２万２，０００円、３３．７％を見込んでおります。 

 次に、議案第１７号、東庄町食肉センター特別会計予算について申し上げま

す。 

 食肉センターの収入の基本となりますと畜頭数は、前年度と比較して６，０

００頭増の９万頭を見込み、歳入総額では１７．９％の増額となります１億３，

５５０万円でございます。 

 一方、歳出では作業の機械化に伴う整備費として１，５００万円、財政調整

基金への積み立てで１，５００万円、一般会計への繰出金として１，０００万
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円を計上しております。 

 次に、議案第１８号、東庄町訪問看護ステーション特別会計予算について申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１，５８６万８，０００円と定め

るものでございます。前年度と比較しますと、金額で４３４万５，０００円の

減、率にして２１．５％の減と見込んでおります。 

この要因を申し上げます。歳入の介護給付費収入において、前年度に比べま

すと金額で６８３万９，０００円の減額を見込んでいることによるものであり

ます。これは、居宅介護サービス費収入の利用者減少による減に加え、前年度

をもって居宅介護支援事業部門を廃止したため、その収入が皆減となったこと

によるものでございます。 

一方、人件費が主体である歳出の不足分につきましては、一般会計からの繰

入金で補てんするわけでございますが、本年度予算額７３２万４，０００円、

前年度に比べて２７３万３，０００円の増と見込んでおります。事業運営は今

後とも厳しくなることが予想されますが、町民の皆様の信頼にこたえられるよ

う、訪問看護のサービスの提供に努めてまいる所存でございます。 

 次に、議案第１９号、東庄町介護保険特別会計予算について申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９億１，５００万円と定めるもの

でございます。前年度と比較しますと、金額で１，３３０万円の増、率にして

１．５％の増と見込んでおります。平成２３年度は、平成２１年度から始まっ

た第４期介護保険事業会計の最終年度に当たります。本年度の予算編成は、こ

の第４期計画に沿って行っております。 

 次に、議案第２０号、東庄町水道事業会計について申し上げます。 

 業務の予定量といたしまして、年度末給水戸数３，９９０戸、年間総給水量

を１５０万５，７８５立方メートルと見込み予算編成をいたしました。収益的

収入及び支出予算の収入では、水道料金等の増額により前年度と比較して総額

で７９８万９，０００円を増額し４億３，５８６万３，０００円といたしまし

た。一方、支出において受水費は増となるものの修繕費、企業債利息等の減少

により、総額で３億８，６７６万７，０００円、前年度と比較して４５０万１，

０００円の減額となっております。 
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 資本的収入及び支出予算では、支出で６，６２７万円、前年度と比較して３，

０１６万５，０００円の減額となっております。内容につきましては、工事費

の減額と企業債３本の償還が終了したことによる減額でございます。支出に対

して収入が不足する額につきましては、内部留保資金等で補てんすることにな

っております。 

 次に、最後議案第２１号、国保東庄病院事業会計予算について申し上げます。 

 業務の予定量は、年間患者数は入院２万２，３２６人、外来３万１，１７５

人を見込み予算編成をしております。収益的収支では、収入が１０億１，６１

９万６，０００円で、前年度比で４，０５２万３，０００円の増、支出が９億

９，９５７万円で、前年度比２，６０７万４，０００円の増となり、１，６６

２万６，０００円の黒字編成となっております。 

 資本的収支について、収入が１億１，６８８万８，０００円、前年度比で６，

５３９万１，０００円の増、支出が１億３，９１３万４，０００円で、前年度

比６，４２０万６，０００円の増となっております。 

 以上、８会計の新年度予算の編成について概要を申し上げました。住民が等

しく幸せを感じられる地域が実現し、町民の満足度が高まるよう、町政運営に

懸命な努力をしてまいりたいと考えております。議員各位には、今後とも理解

を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げる次第でございます。 

なお、詳細につきましては担当課長及び事務長から説明をいたさせます。ご

審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（勝野暢一君） 

 総務課長。 

総務課長（菅谷武男君） 

 それでは、平成２３年度東庄町一般会計予算についてご説明申し上げます。 

 なお、細部につきましては、この後、各常任委員会へ付託される予定と聞い

ておりますので、私からは概要のみを申し上げますので、あらかじめご了解を

いただきたいと思います。 

 それでは、お手元の参考資料によりご説明を申し上げます。参考資料の１ペ

ージをお願いいたします。 

平成２３年度の歳入予算につきまして、款ごとに平成２２年度と比較しなが
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らその構成比を示したものでございます。合計額の欄を見ていただきますと、

平成２３年度の歳入予算の総額は４６億２，２００万円となりまして、対前年

度では２億６００万円の減で、４．３％下回っております。 

まず、１款・町税でありますが、昨年度と比較して２，３７７万４，０００

円、１．８％減の１３億１６７万３，０００円を計上いたしました。特に、個

人町民税では景気回復のおくれにより前年比２．１％の減を見込んでおります。 

次に、２款・地方譲与税ですが、平成２２年度決算見込みと総務省より示さ

れた数値に基づき試算し２４０万円、２．７％の減で、８，８００万円を計上

しております。 

次に、６款・地方消費税交付金ですが、県の試算と平成２２年度決算見込み

から１，８１０万円、１８．９％の増、１億１，４００万円を計上しておりま

す。 

次に、８款・自動車取得税交付金では、県の試算と平成２２年度決算見込み

に基づき、前年度比７００万円、２９．９％の増、３，０４０万円を計上して

おります。 

次に、９款・地方特例交付金では、自動車取得税の減収補てん等ですが、１

８０万円、９．６％の減となっております。 

 次に、１０款・地方交付税ですが、国の算定基礎数値に基づき試算したとこ

ろ、昨年度に比較しまして１，８００万円、１．１％の増となっております。 

 次に、１２款・分担金・負担金ですが、保育所保育料負担金や学校給食費負

担金の減により７０６万６，０００円、４．９％の減となっております。 

 次に、１４款・国庫支出金では、小学校体育館の耐震補強工事にかかる国庫

補助金がなくなったことから１億６９３万円、２３．４％の大きな減となって

おります。 

 次に、２０款・諸収入では、デイサービス事業の利用者増による通所介護収

入の増により１，０５２万６，０００円、８．６％の増となっております。 

 最後に、２１款・町債ですが、全体では１億１，８５０万円、２４．３％の

減となっております。減額の要因は、臨時財政対策債が７，０００万円の減と

なったこと、小学校体育館の耐震改修にかかる起債がなくなったことなどによ

るものです。 
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 続きまして、歳出予算について概略を申し上げますので、２ページをお願い

いたします。増減の大きいもののみ申し上げます。 

 １款・議会費ですが、前年度比２，５０７万８，０００円、２９．８％の増

となっております。これは本国会で法案提出が予定されております、議員年金

の廃止に伴う議員共済会負担金の増によるものです。 

次に、２款・総務費ですが、香取広域市町村圏事務組合負担金の減や、地域

イントラネット基盤整備の完了などによりまして８，０２０万５，０００円、

１１％の減となっております。 

次に、３款・民生費ですが、前年度比６，６３３万８，０００円、５．３％

の増となっております。要因としまして、国保特別会計への繰出金の増、県の

補助金を活用して行います介護基盤緊急整備特別対策事業補助金の計上などが

要因となっております。 

 次に、５款・農林水産業費では、東総用水事業や東城・神代地区の県営ほ場

事業の負担金が減額したことなどから１，６７５万７，０００円、７．７％の

減となっております。 

 次に、９款・教育費ですが、小学校体育館耐震補強工事、公民館省エネ改修

工事の完了により、全体として２億３，４２５万４，０００円、３３．７％の

大きな減となっております。 

 次に、１１款・公債費ですが、新たに元金償還の始まる事業が６件、また２

２年度で終了したものが５件ございまして２，９３９万３，０００円、６．１％

の増、５億１，０５４万４，０００円となっております。 

 以上、歳出予算の総額は４６億２，２００万円、前年度対比では２億６００

万円、４．３％の減となっております。 

 なお、右側の円グラフは、目的別歳出予算の款ごとの構成比をあらわしたも

のでございます。後ほど、ご参照いただければと思います。 

 次に、３ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算について、

性質別に表にして前年度と比較したものでございます。 

 消費的経費では、①の人件費の１，４６８万４，０００円の減額がございま

すが、退職に伴う新規採用の要請、職員の後期高齢者医療広域連合への派遣等

による職員の減によるものです。②の物件費は３，９１０万円、７．２％の増
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となっておりますが、これは小学校パソコン教室の更新及び校務用パソコン導

入事業などにより、使用料及び賃借料が増加していることが主な要因となって

おります。③の維持補修費では、前年度幼稚園統合に伴う笹川幼稚園及び橘幼

稚園の修繕工事がありましたが、本年度は主だった維持補修費はないことから

３６２万６，０００円、２７．６％の減となっております。④の扶助費では、

中学３年生までの医療費助成金制度の拡充等により５３２万２，０００円、０．

９％の増となっております。⑤の補助費では、香取広域市町村圏事務組合の清

掃分負担金の減や、県営土地改良事業負担金を普通建設事業費に移行した等に

より７，０３９万９，０００円、６．５％の減となっております。 

 以上、①から⑤まで合わせました消費的経費の総額は、昨年度比４，４２８

万７，０００円、１．３％減の３２億３，７２５万８，０００円となっており

ます。 

 大きな２番の投資的経費のうち、①普通建設事業では補助事業、単独事業の

二つに分かれておりますが、補助事業では昨年度小学校体育館の耐震補強工事

や公民館の省エネ改修工事がありましたが、本年度はこうした大きく大規模な

事業がないことから２億４，３２０万円の大きな減となっております。一方、

単独事業といたしましては、県営土地改良事業の負担金を普通建設事業に移行

したことなどにより２，７２８万８，０００円、９．３％の増となっておりま

す。投資的経費全体では前年度比で２億１，５９０万８，０００円、３６．１％

の減の３億８，２４６万７，０００円の予算規模となっております。 

 また、大きな３番の公債費につきましては、先ほど目的別の歳出予算、前の

ページ、２ページの１１款・公債費で申し上げたとおりです。 

 次に、大きな４番の積立金でございますが、基金費で財政調整基金の積み立

てに５，０００万円を計上しております。 

 次に、大きな７番で繰出金ですが、国保特別会計、介護保険特別会計への繰

出金が増額したことにより、全体で２，７４９万２，０００円、９．１％の増

額となります。 

 以上、性質別歳出予算の主だったものを申し上げました。 

 次の４ページ、５ページにつきましては、ただいま申し上げました歳出予算

について、４ページで目的別、そして５ページでは性質別の歳出予算を款ごと
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に表にしたものでございますので、後ほどお目通しをいただければと思います。 

 それでは、６ページをお願いします。 

 ここでは、町全体の予算規模についてご説明いたします。左の表では、一般

会計を初め８会計の予算につきまして、前年度予算と比較して増減並びに増減

率を記載してございます。老人保健特別会計は平成２２年度をもって廃止され、

残る８会計の総額は９３億６，２５８万９，０００円となりまして、前年度老

人保健特別会計を含めた９会計の総額と比較しますと５，５６５万１，０００

円の減となり、率では０．６％下回っています。 

 なお、このページの右側の表は、一般会計における一部事務組合などに対し

ます負担の状況を前年度と比較して示したものでございます。この中で、交通

指導員につきましては、平成２２年度をもって香取市への事務委託を廃止し、

本町の交通指導員により事業を実施いたします。 

 次に、７ページから９ページにかけましては、一部事務組合の平成２３年度

事業概要となっております。 

 次に、１０ページから１３ページでは、各課ごとに平成２３年度予算に盛り

込んだ事務事業についての一覧となっておりますので、予算書とあわせてご参

照いただきたいと思います。 

 これで参考資料の説明を終わらせていただきまして、次に予算書の１ページ

をお願いしたいと思います。 

 ただいま申し上げましたのは、一般会計予算の第１条・歳入歳出予算につき

ましてでございましたが、これから、第２条以下についてご説明いたします。 

第２条は地方債でございまして、８ページの表をごらんいただきたいと思い

ます。 

 地方自治法の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額な

どを定めるもので、臨時財政対策債を初め四つの起債がございます。起債の目

的並びに限度額のみそれぞれについて申し上げます。 

 最初は、地方交付税の減額を補完する意味合いの臨時財政対策債で２億８，

０００万円、以下県営ほ場整備事業で１，７００万円、町道整備事業で５，９

００万円、排水整備事業で１，３００万円を予定しております。 

 なお、平成２３年度末の起債残高の見込みは、１２２ページに調書として記
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載してございますので、これも後ほどごらんいただければと思います。 

 それでは、再度１ページに戻っていただきたいと思います。第３条で一時借

入金がございますが、これも地方自治法の規定に基づきまして、年度内におい

て歳計現金に不足が生じた場合、その支払資金の不足を補うため借り入れので

きる最高額を定めるもので、その額を２億円とする内容でございます。 

 第４条は歳出予算の流用でございまして、地方自治法第２２０条第２項ただ

し書きの規定によりまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合を規定しております。各項に計上した給料、職員手当及び共済費、た

だし賃金にかかる共済費は除かれますが、これらにかかる予算額に過不足が生

じた場合において、同一款内でこれらの経費の各項の間の流用ができると定め

ています。 

 以上で、平成２３年度東庄町一般会計予算の内容説明を終わらせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（勝野暢一君） 

 町民課長。 

町民課長（池永芳則君） 

 議案第１５号、平成２３年度東庄町国民健康保険特別会計予算について、ご

説明申し上げます。予算参考資料の１４ページをお願いいたします。 

 平成２３年度国民健康保険特別会計予算状況につきまして、表及びグラフに

よりご説明申し上げます。初めに、歳入よりご説明いたします。 

 歳入総額は１９億８，７５０万円、前年度と比較いたしますと６，０５０万

円、３．１％の増額予算となっております。歳入の主なものでございますが、

国民健康保険税と国庫支出金及び前期高齢者交付金で、全体の７１．３％を占

めております。そのうち国民健康保険税は５億９，０７０万３，０００円、前

年比６．７％の減となっておりますが、減額の要因といたしましては、被保険

者数の減少と所得の低下に伴う所得割れが減額したものでございます。前年度

当初予算と比較しますと４，２７２万４，０００円の減額を見込みます。 

 次に、３款・国庫支出金ですが５億４２４万円、前年比８，９６３万５，０

００円、２１．６％の増となっております。この主な要因は、医療費の増加に

伴い療養給付費負担金が増加したことによるものでございます。 
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 ４款・療養給付費交付金ですが７，６９９万円で、１，９４４万７，０００

円、３３．８％の増となっておりますが、これは平成２２年度の退職被保険者

等の医療費の実績を考慮し、見込額を算出いたしました。 

 また、５款の前期高齢者交付金につきましては、６５歳以上７４歳までの前

期高齢者の医療費に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金で３億２，

１００万１，０００円を見込んでおりまして、前年度と比較しますと６，９０

０万円、１７．７％の減となっております。減額の要因は、前年度には平成２

０年度の精算分の増額があったためでございます。 

 次に、６款・県支出金は９，４８０万３，０００円、構成比４．８％で調整

交付金や高額療養費についての県の負担金で、国庫支出金の増額要因と同様の

理由により、対前年比３９．８％の増を見込んでおります。 

 続きまして、７款・共同事業交付金１億８，５６９万３，０００円ですが、

歳出の７款・共同事業拠出金にかかるもので、高額医療費に対する国保連合会

からの交付金でございまして、各市町村が千葉県国民健康保険団体連合会に拠

出して、３０万円以上の医療費に対し交付されるもので、前年比９９８万８，

０００円、５．７％増を見込んでおります。 

 ９款・繰入金ですが２億７５９万７，０００円で、２，７５８万７，０００

円、１５．３％の増額ですが、これは保険税軽減による減収を補うための保険

基盤安定繰入金の増額に伴うものでございます。なお、基金の取り崩しにつき

ましては、前年と同額の７，０００万円を予定し、年度末に再度積み立てをす

ることとし予算計上いたしました。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 歳出の初めは総務費ですが４，６６３万８，０００円で、人件費３名分を含

めた一般管理費及び徴税費等でございます。 

 ２款・保険給付費ですが１１億６，２３７万９，０００円で、２，８６７万

９，０００円、２．５％の増額で、構成比５８．５％を占め、療養諸費、高額

療養費等出産育児一時金、葬祭費等で過去の実績等をもとに療養給付費の増加

を見込んだところでございます。 

 次に、３款の後期高齢者支援金でございますが２億８，３８６万３，０００

円を見込みまして、前年度と比較し３，８８０万４，０００円、１５．８％の



－76－ 

増となっておりまして、これは前々年度、平成２１年度の医療給付費をもとに

精算されるものでございます。 

 続いて、５款・老人保健拠出金ですが２２万円を計上いたしました。これは

平成２０年度以前における請求おくれ分の老人医療費の町の負担分であります。

前年度と比較して６，８３０万円、９６．９％の大幅な減額となっております

が、老人保健制度廃止後、３年を経過し請求おくれ分がほとんど見込まれない

ことによるものでございます。 

 次に、６款・介護納付金ですが１億３，６４０万円、構成比は６．９％で、

これは介護保険制度への納付金で前年比１，０４０万円、８．３％の増額とな

っております。 

 ７款・共同事業拠出金は２億２，４３１万５，０００円で２９６万７，００

０円、１．３％の減額となっていますが、これは３０万円以上の高額医療の事

業で、国保連合会を事業主体として保険者の財政負担の緩和を図るもので、財

源は事業参加市町村からの拠出金で賄うものでございます。 

 ８款・保健事業費ですが４，９０４万３，０００円で、特定健康診査並びに

保健衛生係にかかる一部人件費、及び人間ドック委託料等が主なものでござい

ます。 

 ９款・基金積立金７，０００万１，０００円でございますが、年度当初にお

きまして保険税が入るまでの間、診療報酬支払準備基金について７，０００万

円を取り崩し運用資金に充当しているわけですが、これを年度末に再度積み立

てをするものでございます。 

 １１款・諸支出金ですが９００万３，０００円は、国庫補助金等精算返還金

が主なものでございます。 

 また、予備費につきましては、前年度と同額の５００万円を計上いたしまし

た。 

 結果、歳入歳出予算額１９億８，７５０万円、前年比３．１％の増額となっ

ております。 

 以上で、国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。 

 なお、資料の１６ページは年度別医療費の推移につきまして掲載したもので

ございます。後ほどご参照いただきたいと存じます。 
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 続きまして、議案第１６号、平成２３年度東庄町後期高齢者医療特別会計予

算についてご説明いたします。参考資料の１７ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療の平成２３年度の予算総額は、歳入歳出それぞれ９，４９８

万円といたしまして、前年度と比較しますと７７８万円の増、率では８．９％

の増となっております。それでは、歳入よりご説明申し上げます。 

 １款・保険料でございますが、歳入全体の６５．７％、６，２３３万８，０

００円を見込みました。対象被保険者数は１２月末現在で２，２３４名、予算

につきましては２，２７６名で算出しておりまして、前年度より９８５万円、

１８．８％の増となっております。 

 続いて、３款の繰入金でございますが、事務費並びに保険基盤安定にかかる

繰入金でございまして３，２０２万２，０００円を見込み、このうち保険基盤

安定分は２，９８５万５，０００円で、国、県及び町分を含んだ額で、これは

歳出の方で負担金として広域連合へ支出するものでございます。 

 次に、歳出でございますが、１款・総務費では２３２万６，０００円を計上

いたしました。ここでは、システム関係などの一般管理費及び徴収費の経費で

ございます。 

 ２款の納付金でございますが、広域連合に対する納付金でございまして、歳

入における保険料及び基盤安定にかかる負担金を合わせた９，２１９万３，０

００円を見込んでおります。 

 続きまして、３款・諸支出金につきましては、過誤納還付金及び国庫返納金

など６万１，０００円を計上したところでございます。 

 また、予備費につきましては、前年と同額の４０万円を計上いたしました。 

 以上、合わせまして歳出の合計は９，４９８万円、前年度より７７８万円の

増、８．９％の増額予算となっております。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

議長（勝野暢一君） 

 まちづくり課長。 

まちづくり課長（相馬良男君） 

 それでは、議案第１７号、平成２３年度東庄町食肉センター特別会計予算に
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ついてご説明いたします。参考資料の１８ページをお願いいたします。 

 平成２３年度のと畜処理頭数は９万頭を見込み、平成２２年度の当初見込み

８万４，０００頭と比較して６，０００頭を増頭した事業量を見込んでおりま

す。これについては、養豚の事故率の低減によるものと、指定管理者でありま

す東庄町食肉センター事業協同組合員の営業努力による増頭を見込むものであ

ります。歳入よりご説明申し上げます。 

 項目１の営業収益、①解体処理施設使用料については、１頭当たり８９２円

５０銭で９万頭を見込み８，０３２万５，０００円に、②冷蔵庫使用料は、１

頭当たり９４円５０銭で、平均使用日数を１．４日とし８万９，５００頭を見

込み１，１８４万円を計上し、また、③ボイル室使用料は、１頭当たり９４円

５０銭で８万１，０００頭を見込み７６５万４，０００円を計上し、料金収入

として９，９８１万９，０００円を見込んでおります。前年度と比較しまして

６６５万８，０００円の増額、７．１％の伸びとなっております。 

 次に、項目２の繰越金は３，５６２万５，０００円を見込み、前年度との比

較では１，４２８万８，０００円の増額で、率で６７％の増となっております。 

 次に、項目３・財産収入ですが、財政調整基金預金利子として５万４，００

０円を見込み、前年度との比較では３４万６，０００円の減額で、８６．５％

の減となっております。 

 次に、項目４・諸収入については、歳計金預金利子及び雑入の受け入れ項目

として各１，０００円で２，０００円を計上いたしました。 

 歳入合計では１億３，５５０万円で、前年度比較２，０６０万円の増額で、

率で１７．９％の増となっています。 

 続きまして、歳出をご説明いたします。 

 項目１の営業費用、①委託料ですが、食肉センター施設指定管理者東庄町食

肉センター事業協同組合に支払う委託料で、前年度と比較しまして８０万円の

増額で８，０００万円を計上するものです。②のその他物件費は、建物保険料

及び消費税等で２０８万円を計上するもので、前年度と比較しまして７５万５，

０００円の増を見込み、営業費用計では８，２０８万円となり、前年度比較１

５５万５，０００円の増額、率で１．９％の増となっております。 

 次に、項目２・整備費ですが、人力で行っておりました豚の背割り作業を機
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械化するための補助金１，５００万円を計上するものです。 

次に、項目３・積立金ですが、食肉センター特別会計財政調整基金として、

前年度と同額の１，５００万円を計上いたしました。 

 次に、項目４・繰出金ですが、一般会計への繰出金で前年度と同額１，００

０万円を計上いたしました。 

 項目５の予備費は１，３４２万円を見込み、前年度比較４０４万５，０００

円の増額、率で４３．１％の増となっております。 

 歳出合計は歳入合計と同額の１億３，５５０万円となるものであります。 

 以上で、食肉センター特別会計の予算説明を終わります。よろしくお願いし

ます。 

議長（勝野暢一君） 

 健康福祉課長。 

健康福祉課長（林 敏行君） 

 それでは、議案第１８号、平成２３年度東庄町訪問看護ステーション特別会

計予算についてご説明申し上げます。予算参考資料の２０ページをお開きいた

だきたいと存じます。 

 資料の説明に入ります前に、町長の提案理由にありましたとおり、平成２３

年度の予算総額は歳入歳出とも１，５８６万８，０００円で、前年度と比べま

すと金額で４３４万５，０００円の減、率では２１．５％の減と見込んでおり

ます。それでは歳出からご説明申し上げます。 

 歳出のほとんどが１款・事業費で、本年度予算額１，５７６万８，０００円、

右側の円グラフにありますように、歳出全体の９９．４％を占めております。

表の方に戻っていただきまして、前年度に比べまして金額で４３４万５，００

０円の減、率では２１．６％の減と見込んでおります。事業費のほとんどが職

員の人件費でありまして、主な減額の要因としましては、前年度をもって居宅

介護支援事業部門を廃止したため、臨時職員の人件費の減によるものでござい

ます。 

 ２款・予備費は、前年度と同額の予算額１０万円を計上いたしました。 

 以上、歳出の本年度予算合計額は１，５８６万８，０００円、前年度に比べ

て金額で４３４万５，０００円の減、率にして２１．５％の減でございます。 
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 資料を戻っていただきまして、１９ページをごらんください。歳入について、

ご説明申し上げます。 

 まず、１款・事業収入は本年度予算額８０４万２，０００円で、右側の円グ

ラフにありますように、歳入全体の５０．７％を占めます。表に戻っていただ

きまして、前年度に比べますと金額で７０７万９，０００円の減、率では４６．

８％の減と見込んでおります。この要因は、介護保険適用の方が訪問看護もご

利用になさった際の居宅介護サービス費収入について、利用者の減少による減

収を見込んでいることに加えまして、前年度に廃止しました居宅介護支援事業

部門の居宅介護サービス計画費収入が、皆減少になったことによるものでござ

います。 

 次に、２款・繰入金は本年度予算額７３２万４，０００円で、前年度に比べ

て金額で２７３万３，０００円の増、率では５９．５％の増と見込んでおりま

す。これは事業収入の不足分を一般会計からの繰入金で補うものでございます。 

 ３款・繰越金、本年度予算額５０万円については、前年度繰越金を前年度と

同額を見込んでおります。 

 ４款・諸収入、本年度予算額２，０００円につきましては、雑入と記載して

はございませんが、歳計金預金利子を計上いたしました。 

 以上、歳入の本年度予算合計額は１，５８６万８，０００円、前年度に比べ

て金額で４３４万５，０００円の減、率にして２１．５％の減でございます。 

 なお、２０ページ、下段の表には、平成１８年度から２２年度１２月までの

訪問看護ステーションの年度別利用実績を記載してございますので、後ほどご

らんをいただきたいと存じます。 

 以上で、平成２３年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算の説明を終

わります。ご審議の上、原案のとおり可決くださるよう、よろしくお願いを申

し上げます。 

 続きまして、議案第１９号、平成２３年度東庄町介護保険特別会計予算につ

いて、ご説明を申し上げます。予算参考資料の２２ページをお開きいただきた

いと存じます。 

 資料の説明に入る前に予算編成方針を申し上げますが、先ほど町長の提案理

由にありましたように、平成２３年度は第４期介護保険事業計画３カ年度の最
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終年度に当たります。予算編成については、この計画に沿って行っております。

本年度予算額は、町長の提案理由にありましたとおり、歳入歳出とも９億１，

５００万円でありまして、前年度と比べますと金額で１，３３０万円の増、率

で１．５％の増と見込んでおります。それでは歳出からご説明申し上げます。 

 １款・総務費については、本年度予算額４，７２５万３，０００円で、前年

度に比べますと金額で３８２万７，０００円の増、率では８．８％の増を見込

んでおります。職員の人件費、認定審査会費等が主なものでございますが、主

な増額の要因としましては、この資料に記載はしてございませんが、５項１目・

計画策定委員会費としまして、第５期の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画、これは平成２４年度から２６年度の事業計画でございますが、この策定に

要する費用２９５万９，０００円を新たに盛り込んだことによるものでござい

ます。 

 次に、２款・保険給付費の本年度予算額８億４，６３５万円は、右側の円グ

ラフにありますように、歳出全体の９２．５％を占めております。表の方に戻

っていただきまして、前年度に比べますと金額で８０４万９，０００円の増、

率では１．０％の増を見込んでおります。 

 ３款・地域支援事業費につきましては、本年度予算額１，９３４万５，００

０円、前年度に比べまして金額で６３万３，０００円の増、率では３．４％の

増を見込みました。主な増額の要因としましては、この資料には記載してござ

いませんが、一般会計の地域包括支援センター費に計上しておりました人件費

の中から１名分を、本年度介護保険特別会計１項１目の介護予防事業費に移動

したことによるものでございます。 

 ４款・公債費１，０００円につきましては、一時借入金利子分を見込んでお

ります。 

 ５款・諸支出金の１５５万１，０００円につきましては、前年度に比べて金

額で７９万１，０００円の増、率では１０４．１％の増を見込んでおります。

主な増額の要因は、やはりこの資料には記載してございませんが、１項２目・

償還金に計上しております介護従事者処遇改善臨時特例交付金８４万円が不要

となりましたので、国庫へ返還するためでございます。 

 ６款・予備費については、前年度と同額の５０万円を見込みました。 
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 以上、歳出の本年度予算額の合計は９億１，５００万円でありまして、前年

度と比べますと金額で１，３３０万円の増、率で１．５％の増と見込んでおり

ます。 

 次に、歳入をご説明申し上げます。資料を戻っていただきまして、２１ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。 

 １款・保険料につきましては、本年度予算額１億６，６９５万４，０００円

で、前年度に比べますと金額で８３４万２，０００円の増、率で５．３％の増

を見込んでおります。これは６５歳以上の第１号被保険者の保険料の増でござ

います。平成２３年度の基準額は月額３，１８０円、平成２２年度に比べまし

て４０円の増加となります。これは介護従事者処遇改善臨時特例基金による保

険料の軽減が平成２３年度になくなりまして、本来の水準に戻ったことによる

ものでございます。 

 次に、２款・使用料及び手数料の本年度予算額２，０００円につきましては、

証明及び保険料未納者への督促手数料を見込んでおります。 

 次に、３款・国庫支出金、４款・支払基金交付金、５款・県支出金につきま

しては、保険給付費及び地域支援事業に要する費用の負担でありまして、介護

保険法により負担割合が定められております。順に申し上げます。３款・国庫

支出金が本年度予算額２億５４８万６，０００円で、前年度に比べますと金額

で１６５万４，０００円の減、率では０．８％の減。４款・支払基金交付金、

これは第２号被保険者、４０歳から６４歳の方でございますが、その保険料で

ございまして２億５，７８０万８，０００円で、前年度に比べますと金額で３

７８万円の増、率では１．５％の増。５款・県支出金は本年度予算額１億２，

６４９万６，０００円で、前年度に比べますと金額で５６万円の増、率にして

０．４％の増を見込んでおります。 

 次に、６款・財産収入の本年度予算額１５万円は、介護給付費準備基金積立

金の利子収入を見込んでおります。 

 次に、７款・繰入金、これは一般会計及び基金からの繰入金としまして、本

年度予算額１億５，２１９万８，０００円を見込んでおります。前年度に比べ

て金額で６０万２，０００円の増、率では０．４％の増でございます。一般会

計からの繰入金については介護給付費、地域支援事業の介護保険法で、負担割
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合が規定されている繰入分と、職員人件費等の総務費の繰入分でございます。

基金の繰入金の主なものについては歳出で申し上げましたが、介護従事者処遇

改善臨時特例交付金８４万円が不要となりましたので、国庫へ返還するため、

一たん基金から介護保険特別会計へ繰り入れるものでございます。 

 ８款・繰越金につきましては、前年度繰越金として本年度予算額５３９万５，

０００円を計上しております。前年度に比べまして金額で１７４万７，０００

円の増、率では４７．９％の増と見込んでおります。 

 ９款・諸収入の本年度予算額５１万１，０００円については、高額介護サー

ビス費貸付金元金収入などを前年度と同額見込んでおります。 

 以上、歳入の本年度予算額の合計は歳出と同額の９億１，５００万円であり

まして、前年度と比べますと金額で１，３３０万円の増、率で１．５％の増と

見込んでおります。 

 なお、２３ページにつきましては、平成１８年度から２２年度１２月末まで

の第１号被保険者数と要介護・要支援認定者の数、居宅介護及び施設介護別に

各サービスの受給者数を記載しております。おおむね、増加傾向にございます

が、詳細につきましては後ほどごらんをいただきたいと存じます。 

 以上で、平成２３年度東庄町介護保険特別会計の予算の説明を終わります。

ご審議の上、原案のとおり可決くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（勝野暢一君） 

 まちづくり課長。 

まちづくり課長（相馬良男君） 

 それでは、議案第２０号、平成２３年度東庄町水道事業会計予算についてご

説明を申し上げます。参考資料の２４ページをお願いいたします。 

 初めに、平成２３年度水道事業の業務の予定量について申し上げます。年度

末給水戸数３，９９０戸、年間総給水量１５０万５，７８５立方メートル、１

日平均給水量４，１２５立方メートル、普及率８１．５％と予定し、これを基

本として予算編成をいたしました。 

 右上の２、水道事業会計予算状況をごらんください。 

収益的収入及び支出の収益的収入では４億３，５８６万３，０００円、支出

では３億８，６７６万７，０００円、差し引き４，９０９万６，０００円の黒
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字を見込んでおります。 

次に左中央部の表をごらんいただきたいと思います。 

収益的収入のうち営業収益では３億５，３５９万５，０００円で、前年度と

比較し８０８万７，０００円の増、率で２．３％の増となっております。この

内容につきましては、給水収益の増によるもので、平成２２年度の工業団地の

給水量が平成２１年度と比較し増加傾向にありますので８０８万７，０００円

を増額し、３億４，６００万円といたしました。受託工事収益１万円、その他

の営業収益７５８万５，０００円につきましては、前年度と同額となっており

ます。 

次に、営業外収益でございますが８，２２６万８，０００円で、前年度と比

較し９万８，０００円の減額となっております。この内容につきましては、一

般会計補助金５，０００万円、県補助金３，２００万円は前年度と同額ですが、

雑収益２６万８，０００円につきましては、定期預金利子の減少により９万８，

０００円の減額となっております。 

 次に、収益的支出につきまして申し上げます。収益的支出のうち営業費用で

は３億７，７８３万８，０００円で、前年度と比較して２８万８，０００円の

減額、率にして０．１％の減となっております。この内容でございますが、受

水費で２億５，０５５万１，０００円、前年度と比較して３８２万６，０００

円の増となっております。減価償却費につきましては６，９０８万２，０００

円で、１４万１，０００円の減額。人件費につきましては３，１７９万７，０

００円で、７９万３，０００円の減額。その他営業費用につきましては２，６

４０万８，０００円で、前年度より３１８万円の減額となっております。この

内容につきましては、委託料と修繕費の減額によるものでございます。 

 次に、営業外費用では８７１万１，０００円で、前年度と比較して４１９万

円の減額、率で３２．５％の減額となっております。この内容でございますが、

支払利息については４８９万６，０００円で、前年度と比較して４４９万円の

減額となっております。これは企業債について利率の安いものと借りかえがで

きたことと、企業債３本の償還が終了したことによるものであります。消費税

他につきましては３８１万５，０００円で、給水収益の増加に伴う消費税の増

加を見込んだことによるもので、前年度と比較して３０万円の増となっており
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ます。特別損失につきましては１万８，０００円で、不納欠損金２万３，００

０円の減、予備費につきましては２０万円で前年度と同額となっております。 

 続きまして２５ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出予算につきましてご説明申し上げます。資本的収入につ

きましては、今年度の収入予定はありません。 

 支出につきましては６，６２７万円で、この支出に対する不足額は、消費税

等収支調整額７万１，０００円、過年度分損益勘定留保資金６，６１９万９，

０００円で補てんする予定であります。 

 下のグラフをごらんください。 

 資本的支出の大部分は企業債２４本の元金償還金で６，４２７万円、率で９

７％を占めております。固定資産取得費２００万円につきましては、新堀配水

場内の指示計更新工事と水道メーターの購入費等でございます。また、前年度

と比較し３，０１６万５，０００円の減額につきましては、排水施設の工事費

３６０万円と企業債３本の償還が終了したことに伴う２，６５６万５，０００

円の減額によるものであります。 

 以上で、平成２３年度東庄町水道事業会計予算についての説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

議長（勝野暢一君） 

 病院事務長。 

病院事務長（宇ノ澤康成君） 

 議案第２１号、平成２３年度国保東庄病院事業会計予算について、内容をご

説明申し上げます。予算参考資料の２６ページをごらんください。 

 ページ左側（１）の業務予定量ですが、病床数８０床、年間診療日数は、入

院がうるう年ですので３６６日、外来が２６９日を予定しております。年間患

者数は入院が２万２，３２６人、１日平均で６１．０人です。前年度と比較い

たしまして６１人、率にして０．３％の増となっております。外来は３万１，

１７５人、１日平均で１１５．９人です。前年度と比較して３０９人、率にし

て１．０％の増となっております。 

 次に、ページ右側の（２）病院事業会計予算状況ですが、収益的収入の合計

が１０億１，６１９万６，０００円で、前年度と比較して４，０５２万３，０
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００円、率にして４．２％の増となっております。支出の合計では９億９，９

５７万円で、前年度と比較して２，６０７万４，０００円、率にして２．７％

の増となっております。 

 収入の内訳ですが、ページ左側の上の表、医業収益では２３年度９億３，８

３７万８，０００円で、前年度比３，６６４万５，０００円の増となっており

ます。構成比は収入総額の９２．４％です。医業収益のうち入院収益は２億１，

９６２万５，０００円で、前年度比５５５万３，０００円の増、構成比は２１．

６％です。外来収益では４億４，８５５万７，０００円で、前年度比２，４８

８万６，０００円の増、構成比は４４．２％です。その他医業収益は室料差額、

人間ドック、各種検診、一般会計からの負担金などの収入５，８７１万５，０

００円で、前年度比５１６万２，０００円の増、構成比は５．８％です。介護

保険事業収益は２億１，１４８万１，０００円で、前年度比１０４万４，００

０円の増、構成比は２０．８％です。 

 次に、医業外収益では７，７７１万８，０００円で、前年度比３８７万８，

０００円の増となっております。構成比は７．６％です。医業外収益のうち負

担金・交付金は７，５４７万５，０００円で、前年度比３４３万８，０００円

の増、構成比は７．４％です。その他医業外収益等は２２４万３，０００円で、

前年度比４４万円の増となっております。構成比としては０．２％です。 

 次に、特別利益は前年度と同額の１０万円を見込みました。 

 続いて下の表、支出の医業費用では９億６，５９９万８，０００円で、前年

度比２，７６７万６，０００円の増となっております。構成比では支出総額の

９９．６％です。医業費用のうち給与費は４億４，５２６万１，０００円で、

前年度比１，９１１万７，０００円の増、構成比は４４．５％です。材料費は

３億３，３３２万１，０００円で、前年度比２，２６２万３，０００円の増、

構成比は３３．３％です。経費は１億１，３６４万円で、前年度比１４４万６，

０００円の増、構成比は１１．４％です。減価償却費は７，１７０万６，００

０円で、前年度比１，５７１万円の減、構成比は７．２％です。前年度比１，

５７１万円の減というのは、電子カルテの償却が２２年度で終了するためでご

ざいます。その他医業費用は２０７万円で、前年度比２０万円の増、構成比は

０．２％です。 
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 次に、医業外費用では３，１４７万２，０００円で、前年度比１６０万２，

０００円の減となっております。構成比は支出総額の３．４％です。医業外費

用のうち支払利息は２，９６２万４，０００円で、前年度比１３０万５，００

０円の減、構成比は３．０％です。その他医業外費用等は１８４万８，０００

円で、前年度比２９万７，０００円の減、構成比で０．２％です。 

 次に、特別損失では１０万円で前年度と同額、予備費も２００万円で前年度

と同額を見込みました。 

 次に、収益的収支差し引きの状況ですけれども、右側の上の方にございます

けれども収益的収入が１０億１，６１９万６，０００円に対し、収益的支出が

９億９，９５７万円で、差し引き１，６６２万６，０００円の黒字を予定して

おります。 

 次に、ページ右側の円グラフでございますけれども、左側の表を円グラフに

置きかえたものでございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 ２７ページをごらんください。 

 資本的収支でございますが、収入総額１億１，６８８万８，０００円で、前

年度と比較して６，５３９万１，０００円の増となっております。支出総額で

は１億３，９１３万４，０００円で、前年度と比較して６，４２０万６，００

０円の増となっております。収支差し引きで２，２２４万６，０００円となっ

ておりますが、不足する額は当年度分消費税資本的収支調整額１１９万円と、

過年度分損益勘定留保資金２，１０５万６，０００円で補てんするものでござ

います。 

 次に、棒グラフでございますが、資本的収支の内訳を示してありますが、上

の資本的収支では企業債が３，５００万円で２９．９％、一般会計からの出資

金が３，６４６万３，０００円で３１．２％、補助金が４，５４２万４，００

０円で３８．９％となっております。補助金につきましては、例年ございませ

んが、２３年度につきましては千葉県の地域医療再生計画に基づく基金の補助

がございます。これで４，５４２万４，０００円というのが、本年度２３年度

でございます。 

 下の支出では、建設改良費が８，６７５万円で６２．３％、企業債償還金が

５，２３８万４，０００円で３７．７％となっております。主な建設改良費と
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しては空調設備工事、それからリハビリ施設の増改築工事、これに伴うリハビ

リ機器の購入、あとは大腸及び上部消化管ビデオスコープの購入を予定してお

ります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

議長（勝野暢一君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

（午前１１時４４分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（勝野暢一君） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから総括質疑を行います。 

 なお、総括質疑終了後、各委員会に付託し細部にわたる審査を行う予定です。

ご承知願います。 

 ５番。 

５番（多田和弘君） 

 それでは質問させていただきます。 

 この予算編成の方針を町長が最初に話されました。今回の要する一般会計の

予算が昨年に比べて２億円減る予定だということで、４６億２，２００万とい

うことでありまして、町長は選択と集中という言葉を使われまして、特に力を

入れる政策として六つの分野を示されました。そういうことで、選択と集中と

いうことは、すなわちやりたい仕事は幾らでもあるけれども、予算が減らされ

たので、ことしはこういうものを、特にこれをやめてそこに予算を組んでいき

たいというお話だと思います。 

そういう意味でざっくり見ますと、お金がどういう使われ方をしているかと

いうところで、そこに力が入っているのかなというのがすぐにわかると思うん

ですが、歳出の方を見ますと、大きく減らされたところで総務費、農林水産業

費、それと教育費のところがかなり予算的に減らされております。これは説明

を聞いた中では、意図的に減らしたというよりも、今までの事業が終わったの

で、そこで減ったというようなものもかなりあると思います。ただ、そういう
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予算編成の方針で選択と集中という言葉を使われましたので、やはりこういう

分野に特に力を入れてお金を使っているんだという説明と、それをすぐにわか

る資料があればもっといいのかなというふうに思いました。 

そういう意味で、資料がこれだと非常にわかりづらいんですけれども、例え

ば教育費が２億３，０００万減らしましたというふうに、ここを見ると見える

んですが、いや、実は教育費は別に力を入れていないわけじゃなくて、教育に

も力を入れているんだというふうな説明もあります。ですので、今まで去年ま

ではこことここをやってきたけれども、ことしはそれをやめてこっちに力を入

れるというふうな、そういうことがわかるような資料というのを出せますでし

ょうか。 

それとも、少なくとも今の段階で資料がないので、説明していただきたいの

ですが、去年まではやっていた事業を取りやめた、実際にですね、こういうの

を取りやめましたと。少ない予算の中で、今期はこの６項目にそれを振り分け

ましたと、そういうふうな大ざっぱでも構いませんけれども、少なくともその

ようなことがわかるように説明していただければありがたいなというふうに思

います。 

議長（勝野暢一君） 

 総務課長。 

総務課長（菅谷武男君） 

 予算参考資料を見ていただきたいと思いますけれども、この予算参考資料の

１０ページ、１１ページに平成２３年度の課別の主要事業計画というのを載せ

てございます。これで一応、前年度と比較してどのような状況になっているか、

見ていただきたいと思います。 

議長（勝野暢一君） 

 ５番。 

５番（多田和弘君） 

 １０ページ、１１ページを見ました。これを見ますと、やめたじゃなくて、

（新規）と書いてあるのはことし始めたということですね。この資料と、先ほ

ど町長が言われた六つの分野との整合性というのは説明はできますか。細かい

一つ一つはまた各委員会でにしても。 
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議長（勝野暢一君） 

 総務課長。 

総務課長（菅谷武男君） 

 先ほど町長の方の説明の中で、子育て支援として中学３年生の無料化とか、

そういうあと予防接種のワクチンのＨｉｂワクチン、小児肺炎球菌とかのワク

チンの接種関係を主に申し上げましたが、その関係につきましては１２ページ

には予防接種関係などで、この予防接種費用助成金事業などを見比べますと前

年、小児肺炎球菌、子宮頸がん等だけの比較でなくて、インフルエンザ等も含

まれておりますけれども、２１５万円だったのが９０２万３，０００円とか、

そのような比較でこの表にあらわしてございます。 

また、中学生の医療費助成については、下段の方に前年度はありませんでし

たけれども、今年度無料化ということで５７６万、そのような形でこういう表

に載せてございますので、各事業について比較していただきたいと思います。 

以上です。 

議長（勝野暢一君） 

 ５番。 

５番（多田和弘君） 

 その辺わかりました、私はこの資料を見たことがなかったので。その中で、

もう一つ予算の中で総務費がかなり削られています。この辺の説明というのは

どういうふうになるでしょうか。 

議長（勝野暢一君） 

 総務課長。 

総務課長（菅谷武男君） 

 平成２２年度、地域イントラ整備事業で３，０００万円強の予算編成を組ん

でおります。そういう大きな数字が２２年度で完了しますので、今年度少なく

なっている状況でございます。 

 以上です。 

議長（勝野暢一君） 

 ５番。 

５番（多田和弘君） 
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 わかりました。以上で終わりにします。 

議長（勝野暢一君） 

 １４番。 

１４番（平山 茂君） 

 １点ちょっと町長にお伺いしたいんですが、先ほど町長の予算の編成方針、

そういうのを聞いていて、なるほどなというふうに思いました。 

ただ、予算の絶対的な見方として、私なりの考え方なんですけれども、ここ

近年の町の予算というのは、今現状を維持するのが精いっぱいというような、

こんなことを言ったらちょっと過言かもしれませんけれども、町長の政策なり

あるいは今後こうであろうなというところを、お金の配分というやつもちゃん

とされているわけなんですけれども、今後さらに例えば町税の減収、そういっ

たものが考えられますよと。 

そうなってきますと、先ほど編成方針の中に、町長が満足度ナンバーワンを

目指すというような中で、満足度ナンバーワンを目指すにはいっぱい中にはあ

るんですが、先ほど言葉の中では、その中でも緊急性あるいは優先、そういっ

たものを考慮して金の配分をしていくという、そういう話だったんですけれど

も。今後本当に税収が少なくなり、あるいは今は税収が少なくなった分、減税

補てん債で賄うことができるにはできるんですが、借金は借金ですからね。 

今後は、要するに言葉は悪いかもわかりませんけれども、攻める予算、先行

投資、そういったような先を見越した、例えば町税を多くしていく町政のやり

方、そこにもお金を配分していくとか、そういったことも今後、本当に真剣に

取り組んでいかないと、この町の町財政というのは、もう今のままでやって先

行き本当に伸びていくという考え方が、私たちはどうも受け取れないんですよ

ね。 

だから、そういう先行投資、そういったものも今後、満足度ナンバーワンを

将来的に得るためにも必要ではないかなというふうに思うわけです。そういっ

た意味で、先行投資と言ったらちょっと言い方が悪いのかもしれませんけれど

も、先行きを見た投資、その辺の町長の考え方を少し、もしあればお聞かせ願

いたいなというふうに思います。 

議長（勝野暢一君） 
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 岩田町長。 

町長（岩田利雄君） 

 まさしく今言われたようなことがことしの予算に反映されているんじゃない

のかなと、私は思っております。というのは、これはもう職員には割と説明し

たことはないんですが、実は町は今５５周年ということで、この３月をもって

５５年の合併後の節目の年を終わるわけであります。町のいろんな行事を振り

返っていただくと、５５年という節目の年、その前は５０年、４５年、４０年

といくんですが、そこへ焦点を合わせて一気にいろいろな事業を展開してきた

わけであります。 

言うなれば、大きな仕事というのは、５年をめどにいろいろな展開をしてき

たわけであります。その間に何もしないということではないんですが、物をつ

くるとか既存の建てかえをするとか、そういうものは振り返っていただくとお

わかりでしょうけれども、５５年のときにはこれを、５０年のときにはこれを、

４５年のときにはこれをというような形の大きな支出をする場合には、そうい

うふうにしてやってきておりました。 

しかし今、状況が大きく変わりつつある中、その５年スパンのことよりも毎

年変化を示されたり、また就業人口がどんどん減ってきます。そういうことに

なってきたときの対応というのは、人口統計の中から出てくると私は思ってお

ります。ですから、これからこの一番基軸になるのは、人口統計の中で就業の

方の年齢、そしてまた一気に高齢化していく大体年数、そういうものを全部加

味しながら予算の関係も照らし合わせながら進めていきたいなと。 

考えていますのは、その前に必ず先行投資という表現がいいかどうかわかり

ませんけれども、対応策として防御になってくるというのも大事なことであり

ます。というのは、いざそのことが目の前に迫ったときに方向転換とか、そう

いうことではなくて、下準備というか、構え方をしていくという考え方をして

おります。 

ですから、その時期は必ずこうなるだろうという展開が予測されるわけであ

りますから、例えば今の町村合併の関係で申し上げますと、それが大体済んだ

後、どういう状況下になるかというシミュレーションだとか、そういうのを考

えてまいりました。それから比較したもの、そして町村合併したところとしな
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いところの比較、そういうものをすべて統計的に出した中で計画性を持って、

また財源的なものがどう動くだろうかという部分を踏まえて、これは議会の皆

様方の協力も得てやってきた仕事でありますが、例えば従来型の、今から１０

年前を考えれば、町の財源と今の一般会計の予算を比べていただくとわかるん

ですが、多分今の現状の話と、当時は２割方、ほとんど多かったのではないか

なと思います。職員の数も、議員の皆さん方の人数も含めて、多分それを２割

縮減してきたことが今、東庄町にとっては余り苦しまないでと言うと語弊があ

りますけれども、近隣に比べていろいろな施策を打たなくても十分耐えられる

だけのものをもってこれたという要素があります。 

ですから、これは教訓でありますから、これをもとに、これからも将来１０

年先、５年先を見据えてどう展開していくのかどうか、そしてこのときにはこ

のものを取り上げて、先行的に進めていくべきだろうというのも考慮してまい

りました。 

特にことしの予算の場合には、私はあえて今県下の中での市町村は、前年度

より大幅なアップの予算を組んだという報道がされたり何かしているんですが、

個人的に考えれば大変難しいなとこう思っております。というのは、国が方向

が定まらないし、県がその方向を見定めてから配分というよりも、県下のこと

もまたいろいろ取り上げていこうということでありますから、腰を据えて、将

来を見据えるような方向が見えてこない。今まさしく、来年度予算を決めよう

というこのやさきにもどうなるかも言えない。そういう状況下の中で、町が単

独でいろいろな事業を進めた場合には、大変私はリスクの多いものになってい

くんだろうと、こう思っております。やはり、安定期には安定期なりの考え方

等、また町の将来というものを踏まえて、現状がはっきりと見えたときには手

を打つべきだろうと。 

じゃあ、今は何をすべきだろうということになってくると、必要最低限の経

費の中で、経常経費の中を含めていざというときに、そういうことが可能かど

うかを蓄える時期でもあるだろうと、私は考えております。これは将来的にこ

のぐらいまでは大丈夫だろうという数値は出しております。ですから、今聞か

れた緊縮型の予算ではありますけれども、これが町としての年間の同じような

ことが、これからも将来ずっと進むという考えはしておりません。やるべきと
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きにやらないと、またそれが後手に回ってしまう部分もあるわけでありますか

ら、そういう意味においては、ことしは大変きついなとか、苦しいなというよ

うなところもあります。 

しかし、今ここで何かをしておかないと、将来もまた問題が起きてくること

もあるとすれば、私も予算のことしの概要の中で説明申し上げましたように、

農家に対する国が所得補償という制度を取り入れておりますけれども、この制

度そのものが今問われております。その制度に頼ることなく、町独自でできな

いかということで、ことしは予算編成の中に東庄町の基幹産業の農業の米に何

か、かかわる問題を取り上げて、地域の需要米でありますとか、加工米に関し

ての助成を行うようにということで、これは生産者からの要望があるわけであ

りますが、率先してこのあたりに力を入れてきたところであります。 

そういう意味においては、これからやはり町全体のことで考えていきますと、

正直申し上げますと、一気に高齢者が膨らむ年代に入ってきました。一番人口

的に多いのも、６０歳から６５歳の方がこの町では大変大きな人口比を占めて

おります。これが年々上がってくるわけでありますから、かなりグレードが高

いものになってくるだろうということが言えると思います。 

まさしく、そういうことを考えながら、これからも住民の皆様方の要求、要

望は取り入れながらも配分とか、そしてまたやらなければならない事業であり

ますとか、そういうものがいつでも手を打てるような体制はいつでもとってお

こうという考え方でいます。そういうのをあわせて、将来を展望するような計

画をきちんと決めていかなければならないと思っております。 

言うなれば、余り現実とかけ離れた大きな支出といいますか、投資的な建物、

箱物を含めては控えると。それならば、やっぱり生活に密着した道路の整備で

あるとか、いわゆる今まで手のつけなかったことを、逆に今のこの時代に、そ

ういう厳しい時代にそちらの方に手をつけていこうと。そして一気にできる場

合には思い切って進んでいこうと、そういう考え方で今おります。 

詳細に関しましては、ごらんいただけるとおわかりだと思いますけれども、

現実的な厳しさの中にも決して将来に対して展望がないということではなくて、

ことしの中でもそれに向けての予備的なスタートを切れるような体制は持って

おります。そういうことで、一番基軸になったのは人が減少していくというこ
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とと、そのために町が疲弊してはならないということをスタートさせようと、

このように考えている次第です。 

そういうことで、ネットワーク化も一つはそのために備えておこうという考

え方であります。そういうことで、これからは逆に行政主導の中で町側だけで

ものを決める時代はもう終わったと。それよりもやはりみんなで町をつくるた

めには、要求を十分聞ける体制をとっていこうと。それからやはり議会も含め

て、議員各位にもぜひともそういうことへの関心と努力をいただきたいという

ふうに、今考えているところであります。 

そういうことで、実際にはこういう非常な手立てがそう何回もあるわけじゃ

ないと思いますが、そういう現実に今さらされている状況下であります。そし

てまた、合併したとかしなかったとかという問題も今、取りざたされているわ

けでありまして、全国的にこういう話が出ております。 

そこへ今、こういうような状況下になったということでありますけれども、

私はやはり英知があればこういう状況下は脱却できる、そのように考えていま

す。また、そういうことの目利きのできるいいチャンスともとらえております

ので、そういう意味においては決して展望は暗くはないと思っております。 

そういうためにも、ぜひとも議員各位、かつての人数から多く減っておりま

すけれども、少数精鋭の中でぜひとも町側にご協力をいただいて、みんなでま

ちづくりのために頑張っていければと、こう考えているところでありますから、

今後ともご支援とご指導のほどをあわせてお願いして、答弁ということにさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

議長（勝野暢一君） 

 １４番。 

１４番（平山 茂君） 

 よくわかりました。そういうことで、今の町長の答弁の中では、そういうこ

とで考えれば、やはり第５次総合計画のちょうど中間年度となっておると。こ

の時期がこの計画を決定する、完遂するためにはちょうど今が大事な時期じゃ

ないかなと、そんな感じがいたしました。 

ぜひとも、我がこの東庄町の予算、それからいろんな全体の行政の中で、第

５次総合計画の完遂のためにもきちんとした予算の使い方、そういったものを
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ぜひやっていただきたいなというふうに思います。 

 以上で終わります。 

議長（勝野暢一君） 

６番。 

６番（山崎ひろみ君） 

多分これは総務委員会の方で出るかもわからないんですが、議会費の中で、

私たちも全員議員ですので、この中の議員共済掛金負担金なんですが、ことし

５月に多分議員年金が廃止になるということで、それで今回、昨年までよりも

２，８００万円増額でなったと思うんですけれども、これから先こういう金額

で行くのか、多分計算方法というか、私たちの掛金もなくなりますし、町の負

担金が変わったからだと思うんですが、その辺がもしわかれば、議員は知って

おいた方がいいかなと思いました。 

議会費が１億になったので、やっぱりけたがちょっと違うので、普通にただ

議会費で見ると、議員の給料だけかなと一般の方は思われますので、もっとわ

かればと思いました。 

議長（勝野暢一君） 

議会事務局長。 

議会事務局長（林 泰雄君） 

 今の山崎議員の質問にお答えしたいと思います。 

 現時点ですけれども、議員年金制度はこの６月から廃止になる予定です。そ

れで、この今予算に上げられている金額なんですけれども、従来は町の負担と

それから個人負担とありまして、従来は標準報酬月額の２２万円に対して、毎

月１６．５％、公費負担ということになっております。あと残りは個人負担、

あわせて３２．５％ということで毎月掛けております。 

今回は議員報酬月額の８８．５％、議員年金制度が破綻に追い込まれるとい

うことで、今財源が足らなくなってきているわけです。それで、２３年のこと

しの６月から制度が廃止になるわけですけれども、その制度廃止に伴って、今

後４月から来年の３月まで、本年の場合は４月１日現在の議員の数、現在は１

５名ですので、１５名に対して４月１日現在、それに対して現在の報酬月額２

２万円に対して１２カ月の８８．５％を掛けたものを金額を納めると。 
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来年以降はそうしますと、どうなるかといいますと、今後も年金に対しては

もう受給している方もあるしということで、なお、議員の年金の支給につきま

しては、現在まだ任期中の方につきましては、今度任期満了になる日、そのと

きにそういった一時金の関係であるとか、発生するということでありますけれ

ども、今後も来年以降もことし、今の状況と同じような形で、地方公共団体が

負担するということで進んでいくと思われます。 

 以上で答弁を終わります。 

議長（勝野暢一君） 

 １１番。 

１１番（林 勝俊君） 

 予算書の各項目は後で審議するということでございますので、１点だけちょ

っと私自身がわからない点があります。 

各歳出の共済費の中で、市町村職員共済組合追加費用というのが各項目につ

いてまいりますので、その追加費用というのはどういったことの追加費用なの

か、ちょっとその辺を。その上に共済組合の負担金というのがあります。負担

金とこの追加費用というのは、どういうふうな違いがあるのでしょうか。 

議長（勝野暢一君） 

 総務課長。 

総務課長（菅谷武男君） 

 共済の追加費用の関係ですけれども、年金の関係の費用ということでご理解

いただきたいと思います。職員です。 

 以上です。 

議長（勝野暢一君） 

 １１番。 

１１番（林 勝俊君） 

そうしますと、共済組合の負担金、これも年金も含んでいますよね。それの

上乗せというふうに解釈してよろしいんでしょうか。 

議長（勝野暢一君） 

 総務課長。 

総務課長（菅谷武男君） 
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 それにつきましては、追加費用でない分につきましては、これが制度改正が

ありまして、昭和３７年以前のものの負担金ということで、ご理解いただきた

いと思います。それで、追加費用につきましては、制度改正後に、逆で申しわ

けありません。追加費用が制度改正前に務めていた人の分で、現行が市町村職

員共済組合負担金ということで、ご理解をお願いしたいと思います。 

議長（勝野暢一君） 

 １１番。 

１１番（林 勝俊君） 

 じゃあ、この項目は全く別物というふうに解釈してよろしいんですか。 

議長（勝野暢一君） 

 総務課長。 

総務課長（菅谷武男君） 

 そのような解釈でよろしいと思います。 

１１番（林 勝俊君） 

 わかりました。 

議長（勝野暢一君） 

１５番。 

１５番（箕輪誠一君） 

 私の方は質問というよりも文教の方に属しますのであれなんですが、まちづ

くり課さんにお願いしたいんですけれども、山崎議員さんも前に一般質問でも

やっておりましたけれども、航空防除というか、ヘリコプター防除の件ででき

るだけ早く大型をやめて、小型ヘリでやれるような方向をお願いしたいと思い

ます。総務産業委員さん方に、よろしくお願いします。 

議長（勝野暢一君） 

 ただいま要望ということでいいですか。 

１５番（箕輪誠一君） 

 はい、それでいいです。 

議長（勝野暢一君） 

９番。 

９番（花香むつみ君） 



－99－ 

 先ほど町長の方の予算編成の中で、町長が申し上げておりましたけれども、

国の方では今予算編成がまだ立っておりません。そういった中で子ども手当、

これが廃止になった場合、従来の児童手当に変わってくると思います。先ほど

町長はこの子ども手当に関しては、廃止の場合は児童手当に戻るというふうな

感じでお話がありまして、粛々と進めていくと、このようにお話しされました。

戻った場合、スムーズに東庄町は配付できるんでしょうか、お伺いいたします。 

議長（勝野暢一君） 

 町民課長。 

町民課長（池永芳則君） 

 今議員さん、ご指摘のとおり、現在国会の方で審議をこれから行うところだ

と思います。町の方へもアンケート等来ております。子ども手当が廃止になっ

た場合、従来の児童手当に変わるという線が濃厚だと思いますけれども、ただ、

電算システム関係がちょっとありますけれども、もしそれに変わった場合には、

事務として早急に対応できるようにしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

議長（勝野暢一君） 

 ９番。 

９番（花香むつみ君） 

 よろしくお願いいたします。 

議長（勝野暢一君） 

 これで総括質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております、議案第１４号から議案第２１号までについ

ては、お手元に配付しました常任委員会付託表のとおり、各常任委員会に付託

することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（勝野暢一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１４号から議案第２１号までについては、常任委員会付

託表のとおり各常任委員会に付託することに決定しました。 
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 日程第９、請願第１号、ＴＰＰ交渉参加反対に関する請願、及び日程第１０、

陳情第１号、大幅増員と夜勤改善で安全、安心の医療・介護を求める陳情、以

上、２件を一括議題とします。 

 職員に請願・陳情の朗読をさせます。 

            （事 務 局 朗 読） 

議長（勝野暢一君） 

 ここで、請願紹介議員から趣旨説明を求めます。 

１５番、箕輪誠一君。 

１５番（箕輪誠一君） 

 それでは、ＴＰＰ交渉参加反対に関する請願の説明をさせてください。 

政府は１１月９日に閣議決定されましたが、皆様方、関心のある方はご存じ

だと思いますが、この問題は現在の総理大臣が思いが先になり、施政方針演説

とか何とかで急に何と申しますか、明治維新の次による平成の大改革で日本を

開くとか何とか言って、私に言わせれば中学校の弁論大会のようなお話であろ

うかと思います。現に、閣僚の中でも農林大臣は賛成していないと、そういう

ふうな本当に国民第一と言っていますけれども、何か尖閣諸島でおくれをとっ

た分、アメリカでオバマ大統領と握手して、日本も頑張れよというふうなニュ

アンスだったように私は思います。 

現に国会で２３年度予算の審議についてございますが、私は通らない方が多

いかなと思っておりますけれども、一応、農協さんに頼まれましたので、国民

の食料自給率安心のためにも反対いたします。 

 どうかよろしく審議をお願いしたいと思います。 

議長（勝野暢一君） 

 本請願・陳情は、会議規則第９１条第１項の規定により、お手元の付託表の

とおり所管の常任委員会に審査の付託をします。 

 日程第１１、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 常任委員会審査等のため、３月１０日から３月１７日までの８日間を休会と

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（勝野暢一君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、３月１０日から１７日までの８日間を休会とすることに決定し

ました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ３月１８日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くこ

とにします。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 １時４４分 散会） 

 


